　　医療法人日昭会　岡病院　介護医療院　重要事項説明書 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和7年8月1日改訂


 　１．事業所の概要
	事業所名
	医療法人日昭会　岡病院　介護医療院

	所在地
	香川県さぬき市志度１５６２番地 

	管理者名
	岡　保紀

	電話番号
	０８７－８９４－５０５０

	ＦＡＸ番号
	０８７－８９４－５２８７ 

	事業者指定番号
	３７Ｂ０６０００１８




	定　　員
	６０名

	療養室

	個室
	４室
	１室 11.47㎡～13.25㎡ 

	
	４人部屋
	１０室
	１室 32.16㎡～33.43㎡

	
	３人部屋
	２室
	１室 28.33㎡～31.00㎡ 

	
	２人部屋
	５室
	１室 22.08㎡～24.51㎡ 

	機能訓練室 （岡病院共用）
	１室
	529.80㎡

	食堂兼談話室兼
レクリエーション・ルーム
	１室
	総面積88.04㎡ 

	浴　　室
	１ヶ所
	 

	サービス・ステーション
	２ヶ所
	 

	診　察　室・薬　局
	４室（１階）
	倉庫含む

	調　理　室
	１ヶ所
	

	洗　濯　室
	１ヶ所
	 

	非常災害設備等
	全館スプリンクラー、自動通報装置連動火災報知器、非常用予備発電装置、消火栓、消火器など 


２．設備の概要 


 ３．介護医療院とは 
　「医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設」として、平成30年4月に創設された介護保険施設です。日常的な医学管理やターミナルケア等の機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。したがって、入所者の生活様式に配慮し、長期療養生活を送るのにふさわしい、プライバシーの尊重や家族や地域住民との交流が可能となる環境や、経管栄養や喀痰吸引等を中心とした日常的・継続的な医学管理や充実したターミナルケア体制が求められています。 


４．当事業所の運営方針 
　当施設では、長期にわたり療養が必要な要介護状態にある入所者に対して、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、その方がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行います。
５．職員の配置状況
（1)主な職員の配置状況
	職　種
	専従
	兼務
	常勤換算

	医師
	１
	２
	１.７

	薬剤師
	
	１
	０.２

	看護職員
	　９以上
	
	９以上

	介護職員
	　１３以上
	
	１３以上

	理学療法士
	１
	
	１

	作業療法士
	１
	
	１

	管理栄養士
	１
	１
	１

	介護支援専門員
	１
	
	１

	事務職員
	１
	
	１


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和7年8月1日現在


(2)主な職種の勤務体制
	職　 種
	　　　　　　勤 　務　 体　 制 

	医師
	平日 　　　９：００～ １８：００ 

	薬剤師
	平日 　　　８：３０～ １７：３０ 

	介護支援専門員
	平日 　　　８：３０～ １７：３０ 

	看護職員
	標準的な時間帯における配置人員 
日勤 　　　８：３０～ １７：３０   　４ 名
準夜 　　１６：３０～　１：００　　１～２名
深夜 　　　０：３０～ 　９：００  　1～２ 名

	介護職員
	標準的な時間帯における配置人員 
日勤 　　　８：３０～ １７：３０　 　６名
準夜 　　１６：３０～　０：３０　　２～１名
深夜 　　　０：３０～ 　９：００　　２～１名

	理学療法士
	平日 　　　８：３０～ １７：３０ 　　　

	作業療法士
	平日　　　 ８：３０～ １７：３０

	管理栄養士
	平日　　　 ８：３０～ １７：３０



※夜勤体制：看護職員と介護職員で３名。（内看護職員は１～２名）
※土日は上記と異なります。 


(3)職員の研修体制 
　職員の資質の向上を図るため、下記のとおり研修を行っています。 
1 採用時研修 採用後６ヶ月以内
2 継続研修 年２回
　
 

６．サービスの内容及び利用料金 

(1)介護保険給付対象サービス 
　＜サービスの内容＞
	　種 類 
	　　　　　　　　　内　　　　　 容 

	食 事
	　管理栄養士の計画する献立表により、栄養、入所者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。(ただし、食材料費は給付対象外です。) 
(食事時間) 朝食 　８：００～ 
昼食 １２：００～ 
夕食 １７：００～ 

	医療
看護
	　入所者の病状にあわせた医療・看護を提供します。 
　医師による診察は、週１回行います。 
　それ以外でも必要がある場合には適宜診察します。 

	排 泄
	　入所者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
　おむつを使用する方に対しては、１日４～５回の交換を行うとともに、必要な場合はこれを超えて交換を行います。

	保 清
	　全身清拭及び陰部洗浄を毎日行い身体の清潔を保ちます。 
　内、週２回は入浴を行います。 

	機能訓練
	　理学療法士、作業療法士により、入所者の心身等の状況に応じて、日常
生活を送るのに必要な機能の回復又は低下を防止するための訓練を実施し
ます。 

	健康管理
	　医師や看護職員が、健康管理を行います。 

	その他
	　生活機能低下の防止のため、できる限り離床に配慮します。 
清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 






　＜サービス利用料金＞ 
　介護保険給付対象サービスを利用する場合は、１日あたり下記の自己負担額をお支払い　　　　　いただきます。　（ ）は個室利用の金額。
	　　要 介 護 度 
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	　　
サービス費 
	7,860円
(6,750円)
	8,830円
(7,710円)
	10,920円
(9,810円)
	11,810円
(10,690円)
	12,610円
(11,490円)

	上記サービス費に係る
自己負担額（1割）
	786円
(675円)
	883円
(771円)
	1,092円
(981円)
	1,181円
(1,069円)
	1,261円
(1,149円)



※サービス利用に係る自己負担額（月額）が、生活保護受給者は15,000円(個人)、市町村民税非課税者で年金収入額80万円以下の方は15,000円(個人)、世帯全員が市町村民税非課税の方は24,600円(世帯)、市町村民税課税で課税所得380万円未満の方は44,400円(世帯)、課税所得380万円～課税所得690万円未満の方は93,000円(世帯)、課税所得690万円以上の方は140,100円(世帯)を超えた分については、高額介護サービス費として払い戻し手続きがあります。 

　　

（2）加算について
（負担割合1割の方は下記金額の１割が自己負担となります）
	種類
	内容
	利用料金

	療養環境減算
	療養室に隣接する中廊下幅が、内法による測定で、２.７ｍ未満の場合に減算。
	-250円／1日

	夜間勤務等看護加算(Ⅳ)
	夜勤介護・看護職員を２０:１以上かつ２人以上配置している場合。
	70円／1日

	外泊時費用
	居宅における外泊を認めた場合は、所定単価に代えて算定。(外泊の初日・最終日以外)
	3,620円／1日
（月に6日まで）

	
他科受診時費用
	専門的な診療が必要になり、他医療機関において診療が行われた場合、所定のサービス費に代えて算定。　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	3,620円／1日
(月に4回まで)　　

	初期加算
	入所した当初には、施設での生活に慣れる為に様々な支援を必要とすることから算定。
	300円／1日
入所日から30日間

	認知症チームケア
推進加算(Ⅰ)(Ⅱ)
	入所者の大半が認知症であり、計画等認知症ケアを行っている場合。
	(Ⅰ)1,500円／1月
(Ⅱ)1,200円／1月

	科学的介護推進
体制加算(Ⅰ)
	LIFEを用いて入所者ごとの基本情報を厚生労働省に提出し、必要に応じて情報を活用している場合。
	400円／1月

	口腔衛生管理加算
(Ⅰ)(Ⅱ)
	歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の指導に基づき、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されている場合。
また、歯科衛生士が入所者に対し、口腔衛生等の管理を月2回以上行った場合。
(Ⅱ)LIFEにてデータ提出を行う場合。
	(Ⅰ) 900円／1月
 (Ⅱ)1,100円／1月

	療養食加算
	医師の発行する食事箋に基づき療養食
(糖尿病食・腎臓病食等)を提供した場合。
	60円／1食

	安全対策体制加算
	外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合。
	200円／1日
(1人につき1回)

	サービス提供体制　
強化加算(Ⅲ)
	施設の介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の75以上である場合。
	60円／1日

	栄養マネジメント
強化加算
	継続的な栄養管理を強化して実施した場合。
	110円／1日

	退所時指導加算
	入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅において療養を継続する場合。退所時に入所者及び家族に、退所後の療養上の指導を行った場合。
	4,000円／1日
（1人につき1回）

	退所時情報提供加算
(Ⅰ)(Ⅱ)
	退所後の主治医に対して、入所者の診療状況を文書で紹介を行った場合。(Ⅰ)は居宅のみ、(Ⅱ)は医療機関も対象となる。
	(Ⅰ)5,000円／1日
(Ⅱ)2,500円／1日
(1人につき1回)

	退所前訪問指導加算
	入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の
退所前に居宅(社会福祉施設等)を訪問し家族等に療養上の指導を行った場合。
	4,600円／1回
(入所中1回)

	退所前連携加算
	居宅介護支援事業者に対して、診療状況を文書で情報提供し、居宅サービスの調整を連携して行った場合。
	5,000円／1日
（1人につき1回）

	緊急時治療管理
	救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合。
	5,180円／1日
(月に1回、連続する
3日を限度)

	初期入所診療管理
	入所の際に、医師・看護師・その他必要に応じた関係職種が共同して診療計画を策定し、本人又は家族の方へ説明を行った場合。
	2,500円／1回

	感染対策指導管理
	施設全体で感染対策を行っている場合。
	60円／1日

	褥瘡対策指導管理(Ⅰ)
	施設全体で褥瘡対策を行っている場合及び、日常生活の自立度がB以上の方のみ算定。
	60円／1日

	医学情報提供料(Ⅰ)(Ⅱ)
	担当医師より、退所時に病院(Ⅰ)または診療所(Ⅱ)へ、紹介文書を記入した場合。
	(Ⅰ)2,200円／1回
(Ⅱ)2,900円／1回

	理学療法(Ⅰ)
	常勤の理学療法士が勤務し個別に２０分以上の理学療法を行った場合。
	1,230円／1回

	作業療法
	常勤の作業療法士が勤務し個別に２０分以上の作業療法を行った場合。
	1,230円／1回

	短期集中
リハビリテーション
	医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士が、入所した日から３ヶ月以内の期間に集中的に理学療法、作業療法を行った場合。
	2,400円／1日
(理学療法・作業療法を算定する場合は算定出来ない）

	高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)
	新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、協力医療機関との連携、研修への参加を行っている場合。
(Ⅱ)実地指導を受けていること。
	(Ⅰ)100円／1月
(Ⅱ)50円／1月

	生産性向上推進体制
加算(Ⅰ)(Ⅱ)
	利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を行っている場合。
見守り機器・インカム・ICTなどを用いる。
	(Ⅰ)1,000円／1月
(Ⅱ) 100円／1月

	協力医療機関連携加算
	相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合。
	500円／1月
(R7年度～)


　

※併設医療機関(岡病院)で行う必要がある検査や治療、ＣＴ検査等は、
医療保険による外来での請求となります。














（3)介護保険給付対象外のサービス 
以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。

	種 類
	内 　　容
	利 用 料 金

	特別な療養室
	個室をご用意します。 
	特別室1,200円／1日

	※居住費
	室料＋光熱水費相当 
外泊・入院時等に居室を確保して
おく場合、居住費を頂きます。
	下記表参照

	※食費
	食材費＋調理費相当分 
	下記表参照

	おやつ
	誕生日月、レクリエーションや
行事参加時におやつを提供致し
ます。 
	
100円／提供時

	洗濯代
	ご希望により私物の洗濯いたします。(株式会社ダイパーに委託)
	別紙ダイパー契約書の通り

	電気器具電源使用料
	私物持込みの電気器具につきましては、電源使用料を頂きます。 
	50円／1日

	予防接種
	インフルエンザワクチン 
肺炎球菌ワクチン等 
	予防接種法に基づき、　　当事業所が定めた額 

	各種診断書料
	生命保険診断書・死亡診断書等
	1,100～5,500円／1枚 

	　理・ 美容代
	月に２回、理髪サービス「ビーサポ」の出張による理髪サービスをご利用いただけます。 
	　実費

	レクリエーション
	季節の行事や、お誕生日会などを行います。
	

	事務管理費
	預金通帳の管理、入出金の管理
(生活保護世帯や身寄りのない方等)
	1,500円／1月



※居住費・食費については、下記表のとおり国が定める負担限度額段階で１日に負担する
居住費・食費が設定されています。 
ご本人の住所地の市町村役所（介護保険係）に申請をして「介護保険負担限度額認定証」
を受け、施設へ提示してください。補足給付（「特定入所者介護サービス費」として介
護保険から給付）を受けることができます。但し、介護保険料滞納者には該当いたしま
せんのでご注意ください。
	　利用者の所得段階 
	第１段階
	第２段階
	第３段階①
	第３段階②
	第４段階
一般

	
　居　住　費 
	多床室
	0円
	430円
	430円
	430円
	697円

	
	個　室
	550円
	550円
	1,370円
	1,370円
	1,728円

	　食 　　費 
	300円
	390円
	650円
	1,360円
	1,445円


・利用者負担第１段階 (市町村民税世帯非課税者・老齢福祉年金受給者・生活保護受給者等)
・利用者負担第２段階（市町村民税世帯非課税者で年金収入額等年額80万円以下） 
・利用者負担第３段階①（市町村民税世帯非課税者で年金収入額等80万円超120万円未満）
・利用者負担第３段階②（市町村民税世帯非課税者で年金収入額等年額120万円超）
	


(4)利用料金の支払い 
　費用は１ヶ月毎に請求します。毎月１０日頃に請求しますので、月末までに下記のいずれかの方法でお支払いください。 
1  窓口で現金払い　月曜日～金曜日の ９：００～１７：００まで 
2  口座振替　　　　毎月２５日に前月分が引き落とされます
　　※保険料の滞納などにより、市町村から保険給付金が支払われない場合は、一旦利用料金
　　（１０割）をいただき、サービス提供証明書を発行します。 
　　サービス提供証明書を後日市町村等の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。

７．協力医療機関
	医療機関の名称
	医療法人 日昭会　岡病院

	所在地
	さぬき市志度１５６２番地

	診療科
	内科・神経内科・心療内科・精神科・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科 



	医療機関の名称
	さぬき市民病院

	所在地
	香川県さぬき市寒川町石田東甲３８７番地１

	診療科
	内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・血液内科・内分泌、代謝内科・腎臓内科・総合診療科・リウマチ科・精神科・心療内科・小児科・外科・整形外科・脳神経外科・産婦人科・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科・健診科 



８．協力歯科医療機関
	医療機関の名称
	ハロー歯科クリニック

	所在地
	香川県さぬき市志度２２１４番地２１

	診療科
	歯科・矯正歯科・歯科口腔外科・小児歯科



９．施設利用にあたっての留意事項
	面会時間
	面会時間 事前電話予約の上、午前９時～午後８時まで 
来訪者は、必ずその都度面会者名簿にご記入ください。 

	外出、外泊
	外出、外泊される場合は、事前に身元引受人よりお申し出ください。 

	居室、設備、器具の利用
	施設内の療養室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただくことがあります。 

	喫煙
	敷地内は禁煙です。 

	迷惑行為等
	騒音等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

	金銭、貴重品の管理
	金銭・貴重品の持ち込みは、原則お断りいたします。 

	所持品の持ち込み
	必要以上の物品の持ち込みはお断りいたします。 
持ち込まれた物品に関しては、職員にお申し出ください。 

	宗教活動（販売）
	宗教活動や勧誘・販売等は固くお断りいたします。 


１０．事故発生時の対応 
(1) 当事業所は、入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行います。 
(2) 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行い、事故の原因を解明し、再発生を防ぐために対策を講じます。 
(3) 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。

１１．災害対応について 
当事業所では、常日頃から避難訓練の実施や備蓄品の充足化を進め、不足の事態に備えています。

１２．個人情報の取扱い 
(1)当事業所は個人情報保護法に基づき、入所者の個人情報を適切に取り扱いします。つきましては、掲示、説明した個人情報に関する内容について同意を頂きます。 
(2)入所者個々の希望による個人情報の使用範囲、及びプライバシーに関する希望にも出来るかぎり対応します。


１３．相談窓口、苦情対応 
　（1）サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

	
介護医療院
支援相談室
	電話番号 　０８７－８９４－５０５０

	
	ＦＡＸ番号 ０８７－８９４－５２８７ 

	
	介護支援専門員 丸橋陽介　相談員 吉野雅

	
	対応時間 月～金曜日 ８：３０～１７：３０ 



(2)公的機関においても、次の機関に対して苦情の申立てができます。
	都道府県・市町
介護保険相談窓口
	高松市　介護保険課
　　　　　　　電話　087-839-2326　　FAX　087-839-2337
　　　　　　　　　対応時間　月～金　9：00～17：00　

	
	三木町　福祉介護課
　　　　　　　電話　087-891-3304
　　　　　　　　　対応時間　月～金　9：00～17：00

	
	さぬき市　長寿介護課
　　　　　　　電話　0879-26-9904　　FAX　0879-26-9948
　　　　　　　　　対応時間　月～金　9：00～17：00

	
	東かがわ市　長寿介護課
　　　　　　　電話　0879-26-1360　　FAX　0879-26-1361　　　　　対応時間　月～金　9：00～17：00

	
	香川県健康福祉部　長寿社会対策課　施設サービスグループ
　　　　電話　087-832-3268　　FAX　087-806-0206
　　　　　　対応時間　月～金　9：00～17：00

	
	香川県国民健康保険団体連合会
　　　　　　　電話　087-822-7453　　FAX　087-822-7455
　　　　　　　　　対応時間　月～金　9：00～17：00



１４.再入所の際の取扱い
　(1)重要事項説明書、契約書等の内容に変更がなければ、前回入所時の書類に日付・署名等を
　　 加筆いただき、使用するものとする。
　(2)介護報酬改定等による変更があれば、新しいもので書類を作成するものとする。

１５.第三者による外部評価は現在ありません。


重要事項説明書についての同意書


令和 　年　 月　 日 

　　　　所在地 　香川県さぬき市志度１５６２番地　　
事業者名　医療法人日昭会　　　　　　　　　　
　岡病院　介護医療院　　　　　　　　
　

説明者       　 　　                　  印  　　　


重要事項説明書の内容について説明を受けました。
内容を十分に理解し、介護医療院のサービスを利用した場合に、これらの対価として
施設の定める料金を支払うことに同意するとともに厳守いたします。
また、諸規定を守り、職員の指示に従います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

岡病院　介護医療院
管理者 　岡　保紀 殿 

入所者　　 氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

身元引受人 住 所                                        
氏 名    　    　　　　　　　　　　　　印　　　 
続 柄　                                      
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